
奈良市議会議員の政治倫理に関する条例（改正案）構成図 

前文 
（素案には存在しない） 

   第１条 目的 
   第２条 議員の責務 
   第３条 市民の責務 

第４条 政治倫理基準 第５条 市の工事等の契約に関する順守事項 

第６条 宣誓書の提出 

第７条 市民の調査請求権 第８条 審査会の調査 

第９条 順守事項の違反行為に対する措置 第10条 贈収賄罪による起訴後の説明会 

第11条 資産報告書の提出 第12条 議員の協力義務等 

第13条 調査結果等の公表 

第14条 委任 

＜規範・訓示規定＞ 

＜調査請求・審査会＞ 

＜目的・責務＞ 

＜その他＞ 

（４月） （４月） 

（５月） 

（平成24年２月24日委員会提出資料） 


